
                       

 

瀬戸内建設業協会 伊東会長が表彰されました 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

【表彰された皆様。写真左から 2 人目が伊東会長、 

同 3人目は永野鹿児島労働局長】 

 

 

 

  

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

令和６年７月１日に鹿児島市で開催された鹿児島労働安全衛生大会に
おいて、瀬戸内建設業協会の伊東会長が鹿児島労働局長表彰功績賞を受賞
されました。 

伊東会長は平成 14 年 4 月に同協会の会長に就任後、安全祈願祭や安全
衛生大会等の取組を通じて会員事業場の安全衛生水準向上や安全衛生意
識の高揚を図り、定期に安全衛生管理向上等を目的とした安全衛生パトロ
ールを実施するなどの様々な取組を通じて瀬戸内地区等の建設業の安全
衛生水準の向上に多大なご貢献をなされました。 

これまでのご尽力に感謝申し上げますとともに、引き続きご健康に留意
されつつ建設関係者等の育成指導等にご協力をお願い申し上げます。 
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鹿児島労働局ＨＰ 

（ https://jsite.mhlw.go

.jp/kagoshima-roudoukyo

ku/） 

名瀬労働基準監督署からのお知らせ 

鹿児島県の最低賃金 

1 時間 897 円 

（Ｒ５．１０．６～） 

 名瀬労働基準監督署 

TEL 0997-52-0574 
FAX 0997-52-6869 
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令和６年度業務改善助成金のご案内について 
 

近年の最低賃金の上げ幅は大きく、昨年も４４円上昇しており、将来
的には全国平均で時給１,５００円を目指すとするニュースもあるなど、
今年も大きな上げ幅になることが予想されるところです。 

業務改善助成金は、事業場内で最も低い賃金を３０円以上引き上げ、
生産性向上に資する設備投資等を行った場合に、その設備投資等にかか
った費用の一部を助成する制度です。 

ご活用できるようでしたら、ぜひご活用をお願いいたします。 
 

https://jsite.mhlw.go

